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総合資源エネルギー調査会 

電力・ガス事業分科会 電力・ガス基本政策小委員会 

電力広域的運営推進機関検証ワーキンググループ 

（第３回） 

 

日時 令和２年11月24日（火）14：30～15：40 

場所 オンライン会議、経済産業省別館310会議室 

 

○小川電力基盤整備課長 

 それでは、定刻ちょっと過ぎてしまいましたが、ただいまから、総合資源エネルギー調査会 

電力・ガス基本政策小委員会、第３回の電力広域的運営推進機関検証ワーキンググループを開催

いたします。 

 委員の皆様方におかれましては、御多忙のところ御出席いただきまして、ありがとうございま

す。本日のワーキンググループはウェブでの中継を行っており、傍聴も可能となっております。 

 それでは、以降の議事進行は山内座長にお願いしたいと思います。よろしくお願いいたします。 

○山内座長 

 承知しました。 

 それでは、これから開催いたしますけれども、前回の議論は、委員からいろいろ御指摘があり

ました点を論点として取り上げ、また海外機関の調査結果、それから役割、機能の強化の基本的

方向性について御議論いただいたということであります。 

 今回は、これまでの議論を踏まえまして、事務局のほうで取りまとめ案というものを御用意い

ただきましたので、これについて御説明いただいて、委員の皆様にいろいろ御議論いただいた上

で取りまとめの方向に向かいたいというふうに思います。 

 それでは、プレスの撮影があるかどうか分かりませんが、プレスの方の撮影はここまでとさせ

ていただきまして、審議に入りたいと思います。 

 まずは、資料３、資料４に基づいて、事務局から御説明をお願いしたいと思います。どうぞよ

ろしくお願いいたします。 

○小川電力基盤整備課長 

 それでは、御説明は資料４、取りまとめ（案）という資料に沿って御説明したいと思います。

全体三、四十ページにわたっておりますけれども、まず前半のところはこれまでの活動の振り返

り、そもそも電力システム改革を受けて2015年の設立に至る経緯、そしてその後の活動について
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の振り返りとなっておりますので、本日この場での御説明は後半、これまでの活動実績を踏まえ

た確認の結果というところと、今後の機能強化の方向性というところに重点を置いて御説明をし

たいというふうに思います。 

 そうした意味で、お手元の冊子、分厚い資料でいいますと、まずは飛んでいただいて24ページ

を御覧いただければと思います。今回、活動の振り返り、確認においては３つの視点ということ

で目的適合性、中立性・公平性、そして効率性という視点に立っての確認を行っていただきまし

た。 

 まず１つ目の目的適合性ということでありますけれども、広域機関においては全国大での需給

調整機能の強化という目的の達成に向けて、24ページでいいますと①から④に掲げているような

取組を行ってきております。これまで２回の御審議でもいろいろありましたけれども、当初の設

立時の目的、地域間を越えた電力融通、あるいは需給調整機能の強化というところから、直近で

いいますと③にありますような容量市場の創設、あるいは需給調整市場の創設といった新しい業

務も加わってきているという中で、24ページ中ほどから下に記しておりますけれども、広域機関

においてはこれまでの業務に加えて新たな課題に対応するために当初想定されていなかった業務

にも取り組んできており、目的の達成に向けて一定の役割を果たしてきたと言えるというふうに

しております。 

 一方でということで、今後の課題といいましょうか、正に今求められている今後、設備の増強

に当たっての計画の策定、あるいはノンファーム型接続といったような点、こういったルール見

直し、あるいは仕組みづくりを通じて更なる需給調整機能の強化を図ることが必要と記しており

ます。これが１点目の目的適合性になります。 

 ２点目は続いて25ページですけれども、中立性・公平性ということでありまして、まずその中

立性・公平性、どういう場合に問題となり得るかということで、３点を記しております。１つは、

個人としての出向者が出向元の利益を図る場合。２つ目、こちらは事業者が自らの業界としての

利益を図る場合、発電、送配電、小売といった異なる事業形態によって業界の利益を図る場合。

３つ目が、広義のということでの電力業界の利益を図る場合といった点。こういった分類を念頭

に置きつつ、それぞれの中立性・公平性の観点での現状を確認して、この後幾つかに分かれて分

析をしております。 

 １つ目が、意思決定でありまして、こちらが26ページになります。意思決定の方向につきまし

ては、これまでに広域機関のほうからも御説明がありました業界単位の利益誘導といいましょう

か、そういう形にならないように意思決定の仕組みを工夫しています。具体的には総会の議決権

の配分方法ですとか、あるいは理事会の仕組み、さらには評議員会といったようなところについ



 3 

て仕組みを工夫しており、これらについては意思決定の中立性・公平性を確保する仕組みとして

は適当なものと言えるというふうに26ページで記しておるところです。 

 続きまして、今度は業務運営についてということで、27ページ（２）に記しております。こち

らも公平性確保の観点から取っている仕組みとしまして、１つはこの場でもいろいろ役割論の御

議論がありました評議員会というものがあります。これは全てについて第三者的にチェックする

というよりは、機関の運営に関する重要事項を審議する観点から、理事会に先立って評議員会の

議決を経ることとなっています。それから、ルールの設定などにおいては、パブリックコメント

において、広く意見を募る仕組みとしている点や、さらに、情報公開などを行っているというこ

とでありまして、こういった点は、業務運営の中立性確保の仕組みとしては適当なものと言える

のではないかというのが２点目、業務運営になります。 

 ３点目は今度28ページ、組織の中立性・公平性になります。個人において行動規範であります

とか、特に役員についてはノーリターンルールを定めるといった点。それから、秘密保持義務と

いったような点の規定もありまして、こういった特定の利害関係者に利益誘導するのを未然に防

ぐ仕組みというのを整理しているところでありまして、こちらも仕組みとしては適当なものでは

ないかというふうに考えられるところであります。 

 続きまして、確認の視点３つ目が効率性というものでありまして、これについてはこれまでも

この場でいろいろ御議論いただいたところであります。一番難しいのは、効率性というのをどう

いうふうに評価するかというところでありまして、単純に予算の規模が増えているとかいった点

というよりは、効率的な執行というものをどういうふうに行っているか。一番いいのは、それが

数字あるいは定量的にうまく出てくるといいわけですけれども、これはなかなかそういった形で

見ていくのは難しいというところも御議論のあったところであります。 

 仕組みとしてどのような取組を行っているかといった点に関していいますと、特にシステム関

係の費用が多くなる中でのＣＩＯ補佐官によるコストの精査といった点でありますとか、これは

システムに限りませんけれども、契約としての一般競争入札を原則とするといった点。それから、

内部監査としての適正かつ効率的な業務運営が行われているか、これを内部で監査するといった

仕組みを行ってきているところであります。 

 30ページの下から２つ目のパラグラフにありますけれども、なかなかこれらの取組でもって適

当であるというところを言い切るのに難しさはあるんですが、これらを踏まえると定量的な評価

は困難ではあるけれども、効率的な執行に努めてきているものといえるのではないかというのが

30ページの結論になります。 

 他方でということで、今後も一層の効率的な執行を追及していくことが必要という点を記して
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おります。 

 以上の振り返りを基に、今後新しい業務も増えてくる中で、どういった形で機能の強化を図っ

ていくかというのが32ページ以下になります。まずは状況認識としまして、災害の激甚化、ある

いは再エネの導入拡大に向けて我が国の電力ネットワークというものを次世代型へ転換していく

必要があるということが挙げられると思います。そうした中で正に広域機関は中心的な役割を担

っていく。具体的には、例えば全国大の送電網の増強方針を示すマスタープランの策定、あるい

は送電線の利用ルールの見直しといった取組を進めているところであります。加えて、来年、再

来年からになりますけれども、ＦＩＴの資金管理も行うようになり、こちらはもう既に始まって

おりますけれども、災害対応の相互扶助制度の運営など、新たな業務が加わってくるということ

があります。 

 このような業務、役割の増大に合わせて機能の強化を図っていくということで、その場合の視

点としまして、32ページ中ほどに書いておりますけれども、広域機関自身は発電、送配電、小売

と、それぞれの事業者が会員となる組織ではありますけれども、特にこのネットワークの強化に

際しては各一般送配電事業者を離れた独立的な立場から、自らの知見、経験を生かしてネットワ

ークの整備・運用等を行う機能を強化していく必要があると考えられます。これは組織の成り立

ちからしましても、もともとエリア単位で行われていたものを、むしろ全国大で進めていく必要

があるということで新しくつくられたところであります。 

 一方で、組織の発足当初はどうしても人の面ですとか、特に各送配電事業者出身の方も多くな

るでしょうし、出向者といった面、それから専門的な知見といったような点もまだまだこれから

自らの組織で培っていく必要があるという点での、ここでお示ししているのはそういう意味での

目指すべき方向性、あるいは備えていく機能というのを前提としつつ、では具体的にどういうこ

とを取り組んでいくことでその機能を果たしていけるかといった点から３つ。１つはガバナンス

の強化、２つ目、中立性・公平性の向上、さらには情報収集・発信機能の強化という３点を記し

ております。 

 １つ目のガバナンスの強化というのが32ページの一番下になります。これはこれまでも当然ガ

バナンスということは働かせてきているわけではありますけれども、何よりも今後、人員、さら

に事業費も大幅に拡大することになるということで、これはどの組織にも共通するところかと思

いますけれども、組織の規模が拡大するにつれて、やはり仕組みとしてのガバナンスというのを

強化していく必要があるということが言えると思います。そうした中で特にということでいいま

すと、まずもってその扱う資金の額が大きくなるというのがあります。そうした中での監査機能

の強化というのが（１）になりまして、今後、この機能強化に向けての体制整備で、特に会計監
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査についてはということで33ページ、２つ目のパラグラフに記しておりますけれども。前回御議

論いただいたような監査法人による会計監査を導入し、ガバナンスの強化と会計処理の透明性の

向上を図っていく必要がある。これがガバナンス強化の１点目になります。 

 （２）では今度は業務の遂行体制の強化というところで、日々の業務において、かなり専門性

が求められる中でのこうした新たな仕組みづくりといった点で求められる点も増えておりますの

で、専門人材の増員を進めていく必要があるといった点。さらに、資金管理という点ではこれま

で以上に経理、財務部門の強化が求められるといったこと。加えて、この場でも御意見いただき

ました、33ページ下から２つ目のパラグラフにありますなお書きのところ、業務拡大というのが

来年度、さらには再来年度とありますけれども、準備作業というのをしっかり進めていく必要が

あるといったような御意見をいただいて、そういった点をここに併せて記しているところであり

ます。 

 ガバナンスで３点目のところは、役員の再任回数というところで、こちらも前回様々な御議論

をいただいたところであります。34ページに入りますけれども、役員の任期というところで、任

期は２年、再任２回までで、合計６年というのが、こちらは広域機関の独自のルールとして定款

に定められておりまして、このルールの理由としては一定の新陳代謝ということが当初考えられ

ていたものであります。他方、これ自体が特に今年度末に創設からちょうど６年になるという中

で、現在の役員の半数以上が一斉に任期に達するという中で、この新陳代謝の確保という当初の

目的とともに、業務継続性を確保するといった点をバランスさせていく必要があるということで、

この場でも短期の対応あるいは中長期の対応ということでも正に御意見をいただいたところであ

ります。短期的には役員の再任回数の上限の引上げということと、中長期にはということでいい

ますと、多数の役員の交代時期が重ならないような工夫を講じるといった点、新陳代謝の確保と

業務継続性の確保を両立させる必要があるというのがこちらの34ページ中ほどに記しているとこ

ろになります。 

 続きまして、機能強化の方向性ということで、35ページを御覧いただければというふうに思い

ます。まず、組織としての中立性・公平性の向上という点になります。これまでにも役員のノー

リターンルールのほかに、実際の業務運営に当たっても、例えば大手の電力会社の出向者のみの

チームができないようにするといった人事配置上の工夫も行ってきておるところであります。他

方、トータルで見た場合に、発足後５年余りで組織のうちの大手の電力会社からの出向者が半数

以上を占めているという状況につきましては、中立性・公平性の観点、外部的客観性という話も

これまでの御議論でありましたけれども、そういった観点から問題があるのではないかと御指摘

もあったところであります。これはその次、35ページのところにも記しておりますけれども、５
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年を経てプロパー職員を増やしてきているところではありますけれども、今後ということにつき

ましては、例えば具体的な目標を設定した上で、計画的に大手電力の出向者比率を引き下げてい

くことが必要ではないかということを記しております。単純にここで組織におけるプロパー職員

の比率を高めるということだけではなくて、機能の強化という点では、なお書きで記しておりま

すけれども、専門性の高い業務をこなしているという観点からのスキル向上のための研修の充実

というのも大事ではないかという点を記しております。 

 ２つ目、業務運営の中立性・公平性の向上に関してであります。現状、既に第三者から構成さ

れる評議員会の意見を聴くといったような点、あるいはパブリックコメントの実施といった点も

あります。加えてということでいいますと、現状でも特に広域機関においてはシステムの改良に

向けては意見、要望をアンケート形式で聞いているというようなことがありまして、こういった

取組、特定のシステムの改良ということだけではなくて、業務運営全般についても例えばこうい

ったアンケート形式にて実施して、これまでも折に触れそういった取組というのはなされている

ところでありますけれども、ある意味、ルーチンとして会員のニーズについて把握して、更なる

業務運営の評価、改善の方向性を把握していく仕組みを設けることが必要ではないかというのが

この業務運営に関してになります。 

 最後、情報収集・発信機能の強化というのが36ページになります。電力システム改革を進めて、

特に最近は新たな市場整備もそうですし、あるいは送電線の利用ルールの見直し、新たなネット

ワークの整備の方法、言ってみれば電力自由化で先行している欧米ともある意味共通の課題に直

面する中でいろいろな仕組みづくりを進めていくことになります。そういった意味で、海外の取

組というのを参考にしながらルールづくり、仕組みづくりを進めるのが重要になりますし、足元

でも例えば大規模な停電、今年の夏にはカリフォルニアでありましたけれども、再生可能エネル

ギーの導入が進む中で、どのように電力の安定供給確保を図っていくのかというのは世界各国の

共通の課題となっております。加えてということでいいますと、日本もカーボンニュートラルと

いうことで、いよいよ世界で本当に共通の目標、年限を競ってるかのような感もありますけれど

も、共通の目標に向けて取組を進めていくに際して、当然、日本は違うというのは簡単なんです

けれども、島国でつながっていないとか、そういうのはあるにはあるんですけれども、むしろ同

じ課題に海外はどのように取り組んできているかといった点の重要性、そういった情報収集の重

要性というのは今まで以上に高まってきますし、足元でそこまでニーズがあるかというのはまだ

あるんですけれども、海外から見た日本というのは、これは我々が思っている以上に大きいもの

がありまして、特にアジアの国々は日本の取組を参考にするといった点はあります。そういった

中での取組の情報収集、それで一方的に教えてもらうということではなくて、むしろコミュニケ
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ーションをしていく、情報発信をしていくといった点が今後ますます重要になってくるのではな

いかという点を記しております。 

 加えてということでは、この場でも御議論のありました計画というところでの数年単位での計

画、どういう形で進めていくか、一般的な会社でいえば中期計画のようなものというものを策定

した上で毎年の事業計画を作成していくということでどうかというのが、この情報収集・発信機

能の強化になります。 

 もう一つ、（２）で記しております新たなビジネスの創出、これは具体的な中身が何なのかと

いうのは正にまだ今後進めていく中で、ということではあるんですけれども、やはりこの広域機

関というのが中核的な役割を今後果たしていく中で、いろいろな意味で、既に現在もそうなんで

すが、かなり知見、データ、人材とかというのが集まってくる場になると考えられます。これを

今後どういうような形で生かしていくか、例えばよく我々でもあるんですけれども、各送配電事

業者間の競争を促すに際しても、プラットフォーム、ある意味共通の土台、あるいはそれこそ中

立的な立場から純粋に横並びじゃなくて、横に並べて見るということ自体が１つさらなる発展の

ために大事になってくるということがありまして。そういった意味での新たなビジネスの創出。

それから、これまででいうとやはりいわゆる電気事業者、発電をしている、小売をしている事業

者との関係での広域機関の役割ということではありましたけれども、今後の新しい役割としまし

ては、発電あるいは小売という枠を越えた新たな技術を提供して、何かを促していく、進めてい

くようなプレイヤー、よく企業とかそういうので言いますと組織でアウトリーチといったような

言葉もありますけれども、そういった意味での活動というのも、今後ですけれども、期待される

ところが大きいというところを記しているところであります。 

 37ページは、「４．アクションプラン」ということで、こうした取組を受けて具体的な行動計

画を広域機関において進めていってはどうかということを記しております。 

 取りまとめ（案）の概要は以上でありまして、これまで多数いただいた御意見、内容はもちろ

んのこと、スタイル、体裁についてもいろいろ有意義なコメントをいただきましてありがとうご

ざいました。できる限り反映したつもりでありますけれども、また本日いろいろ御議論いただい

て、これを取りまとめに生かしていきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。 

 私からは以上です。 

○山内座長 

 ありがとうございました。 

 それでは、事務局で取りまとめ（案）を御説明いただきましたので、これについて御議論した

いと思います。どなたでも結構でございますので、何か御意見ありましたら御発言願いたいと思
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いますが、いかがでございましょう。 

 全体的な印象としてはかなりよく書けていると私自身は思っております。目が合いました、新

川委員、どうぞ。 

○新川委員 

 全体に非常によくまとまっており、構成等についてはコメントはございません。細かい点です

けれども、29ページ、（３）組織の中立性・公平性ですね、④というところですけれども、④と

いうのは競争上センシティブな情報にアクセスできる人をプロパー職員に限定するという意味で

しょうか。扱うという意味はどういう意味なのかと思ったんですけれども。広域機関が扱ってい

る、持ってる情報の中で、競争上重要な情報にアクセスできる人はプロパー職員に限定するとい

う意味なのか、そうじゃなくて、費用対効果分析を行うときに限定して、そのときの分析のベー

スになるデータの競争情報はプロパー職員が扱う、集めるという意味なのか。この扱うというと

ころがちょっとよく分かりませんでした。 

○小川電力基盤整備課長 

 ありがとうございます。この④の、扱う、競争情報の扱いをプロパー職員に限定しているとい

いますのは、例えばここに上がっています容量市場の入札の価格とか幾らでというところを各送

配電事業者の出向者が、扱うって正に加工して、じゃあ全体の札入れがどうなっていて、最後じ

ゃあこの価格で決まりますねというのを処理するわけですけれども、もちろん最終的にはシステ

ム上の処理ですけれども、そこのシステムを確認して、じゃあこの価格になるとかいうところ、

各社の札入れとかいうところについて出向者が個別のところは見られないようにして、このプロ

パー職員がそういった意味で扱う。 

○新川委員 

 アクセスできないということですか。 

○小川電力基盤整備課長 

 アクセスになります。具体的なところは恐らくすみません、都築事務局長のほうから。アクセ

スの制限、物理的なところもあるかと思いますけれども。 

○都築事務局長 

 これは前回御説明したように、例えば発電機情報、これ要するにモデル回すための諸元を入力

するという作業になりますけれども、その作業はプロパーの人間が対応しています。それから、

容量市場の入札情報、これもう今度金額も入ってくる情報ですけれども、これについては、部屋

を分けて入退出管理をし、その中で情報を扱う人間をプロパーの職員だけに限定しています。た

だし、これ、表現上、「規定」って書かれていますが、事実誤認です。どこかに文書で規定はし
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てなくて、そういう運用を我々やっているというのが正しい言い方です。 

○小川電力基盤整備課長 

 すみません、そこは訂正しておきます。 

○新川委員 

 競争情報へのアクセスできる者をプロパー職員に限定とする措置とともに、係る情報に基づく

分析についてはプロパー社員のみが行う取扱いにしていると、そういう意味ですか。 

○都築事務局長 

 そういうようにしています。 

○新川委員 

 分かりました。それが１個目。 

 次、２個目ですけれども、31ページ３番、効率性、（４）です。ここの内部監査という言葉で

すけれども、このペーパーの中を見ると監査というのは、最初のほうに図があって、７ページに

ございますけれども、監査というのは監事がやる監査ということと監査室の監査というのと２つ

出てくるんだと思います。ですよね、これ。これ２つだけが監査、いわゆる監査系のもの、この

２個なんですかね。その中の、31ページの３の（４）の内部監査というのは、監査室が行う監査

という意味ですか。 

○都築事務局長 

 そうです。 

○新川委員 

 分かりました。それ書いたほうがいいのかな、監査室の監査ということだから、34ページでい

ってる監査と同じですかね。34ページにも監査室による業務監査というのが出てきている、上の

ほうに、それと同じということですか。34ページに出てくるじゃないですか、監査、５行目、監

査室による業務監査。これってどう見ればよろしいでしょうか。 

○都築事務局長 

 そうです。 

○新川委員 

 分かりました。 

○安藤委員 

 新川先生がお手持ちの資料と今日配付されたものとではページがずれてます。今は33ページで

す。 
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○新川委員 

 すみません。分かりました。 

 あと最後は、中立性・公平性向上、（２）ですかね。 

○小川電力基盤整備課長 

 35ページですね。 

○新川委員 

 35ページの２の（２）の下から２行目ですか。ここで言ってる既に広域機関において広域機関

システム改良に向けて、アンケート形式で実施して、このアンケートは要するに会員からの意見

要望を聴取するためのアンケートということでいいですか。次の段落に出てくるのと同様に、ア

ンケートの対象の相手が会員ということでいいですか。もしそうだと、そういうふうに書いたほ

うが次の。 

○小川電力基盤整備課長 

 既にというところで行っているアンケートが、その次との関係でいうと恐らく会員からですよ

ねということで。 

○新川委員 

 ということでよければ、そういうふうに記載したほうが分かりやすいかと思います。 

○小川電力基盤整備課長 

 分かりました。 

○山内座長 

 アンケート形式の前に、会員に対しと書けばいい。 

○新川委員 

 そうですね、使い勝手や機能改善などに関する会員からの意見や要望をアンケート形式により

実施し、ということですか。 

 以上です。なので、全体の構成については特段、異存ございません。 

○山内座長 

 また事務局で後で修正を。 

○小川電力基盤整備課長 

 はい。ありがとうございます。 

○山内座長 

 ほかにいかがでしょうか。高村さん、どうぞ。 

○高村委員 
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 ありがとうございます。 

 こちらの取りまとめの案についてですけれども、これまでＯＣＣＴＯが行ってきた活動、それ

からここでのワーキングでの議論を丁寧にまとめていただいていると思います。先ほど小川課長

からもありましたけれども、24ページでしょうか、最後の段落のところで、非常に重要な今後と

も役割を果たしていくということが機能強化の方向性書かれていると思うんですけれども。もう

御指摘のとおりで、先般のワールドエナジーアウトルックの分析でもやはり系統の課題、拡充課

題というのが重要だという指摘、改めてされていると思っていまして、そういう意味で、このと

ころ大変重要だと思います。 

 若干、ないものねだりで恐縮なんですけれども、できればこの24のところと、多分32の、すみ

ません、私は手元のを見て、機能強化の方向のところで、後のところとかいろいろなところに実

は書かれているんですけれども、やはり2050年脱炭素社会、カーボンニュートラルということを

目指すその役割として非常にやはりこの系統の広域運用、系統制御も含めて重要だというふうに

思いますので、何かこの辺りの総括的なところだと思うんですが、24の先ほど申し上げた機能強

化、ないしは、それから32ページの機能強化の方向性のところにどこかうまく入れ込んでいただ

くといいんじゃないかというのが１つ目です。 

 それから、２つ目は、これは非常に具体的なところなんですけれども、30ページ目のところで

効率性のところです。真ん中辺りに、なお、効率性については、とあるんですが、前回、前々回

のところの議論は、いかに効率的な執行を行うことを担保できる仕組みになっているかという、

そういう議論だったように思っていまして。先ほどの御説明でもそういうふうにたしか御説明が

あったので、効率的な執行を行うかという中に含まれているんだと思うんですけれども、多分実

際に行われている執行もさることながら、そういうことが行われるような仕組みになっているか

という点がそれについては重要だという議論だったように思いまして。もしできればうまく追加

をしていただけないかなというふうに思っております。 

 それから、若干本文に入れるかどうかあれなんですけれども、34ページのところで、これはす

みません、今まで議論がなかったのを出すのでお取扱いは御検討いただければと思うんですが。

こちらの役員の任期等々については異論があるわけではありませんで、主に特に理事を念頭に置

いていたと思うんですが、恐らく評議員も一定のルールが必要ではないかと、先生を見ながら話

をしていますが、私もそう。多分、今、評議員って任期の再選回数上限、あれはなかったように

思ってまして。やはり大所高所から監督をするという意味では同じように一定の継続性と新陳代

謝というのがやはり評議員についても本来はやはり必要かなというふうに思います。ここ役員と

書いてあるのでその役員の意味が広いということかと思いますが。それを自分で言うのも何です
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が、思っておりました。 

 それから、ちょっと少し構成というか、36ページ目のところで２点ほど申し上げたくて。ここ

はやはり非常に重要なところだと思っております。１つはこれ御質問でもあるんですけれども、

36ページ目の真ん中辺りに加えてで始まる、現在、電力広域機関においては、と書いてあるとこ

ろなんですが。このパラグラフと次のパラグラフというのは、いわゆる事業を中期的に計画的に

行うという、これ非常に重要なところだと思います。これが情報収集発信機能の強化の中に入っ

ているのは若干違和感を持っていまして。むしろ例えばですけれども、この機能強化の方向性の

前段の一番最初に置くとか、あるいは１、２、３とガバナンス、中立性・公平性、情報機能の発

信機能の強化の次に４項目めとして置くかしたほうがいいんじゃないかというふうに思っていま

す。多分ここで意図されているのは、情報収集・発信機能の強化だけでない事業の中期計画とそ

の実践だと思いますので、ちょっと位置を明確にして、むしろこれ非常に重要だと私思っており

ますので、全体としてそうした中期的視点を持った事業運営ということで、むしろスタンドアロ

ーンといいますか、項目立てをしていただくのがいいんじゃないかなというふうに思います。 

 最後ですけれども、同じ36ページのところなんですけれども、その直前のところに業務の透明

性の更なる向上を図ると、非常にやはりこれも重要だというふうに思っております。これ、ここ

にも書いてくださっているように、中立性、独立性の担保ということにもつながると思うんです

が、同時に（２）のところに出てくるような新しい事業、イノベーションを起こすという意味で

もこの業務の透明性、情報の公開というのは非常に重要だと思っていまして、それがうまく中立

性・公平性だけでない（２）にあるようなさらなるビジネスの創出にもつながるように、あるい

は新たなイノベーションや事業を起こす、そういう基盤として重要だという趣旨を書いていただ

けるともっとよくなるかなというふうに思っております。 

 以上です。 

 すみません、あともう一個、その趣旨をこちらにぜひ反映していただけるとありがたくて。最

後にごめんなさい。資料３なんですけれども、やはりここのワーキングでこの５年間、ＯＣＣＴ

Ｏは広域運用を含めた業務を着実に進展させてきたというのはやはり取りまとめに入ったほうが

いいんじゃないか。ただし、さらに今の文脈において更に機能を強化していきますということを、

強化の方向性のまとめに書いてあると思うんですけれども、そのことをやはりこの取りまとめの

概要のところでも、今、割とおとなしく書いていただいていると思うんですけれども、ここでの

評価はやはり５年間やるべきことはやってきた、たださらにやることは課題があると、ここをし

っかり書いていただくといいんじゃないかと思います。 

 以上です。すみませんでした。 
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○山内座長 

 小川さん、何か。 

○小川電力基盤整備課長 

 ありがとうございます。幾つかいただいたうち、まず2050年脱炭素化の話はうまくどこに入れ

られるか、今は最後の情報収集、36ページですね、真ん中ほど、このため、2050年のカーボンニ

ュートラルも見据えになっているところ、これをもっと前のほうに、32ページのところに入れた

ほうがいいか、さらにはその前のところでもということでありますけれども、ちょっとここどう

いうふうに位置づけられるかは検討したいと思います。 

 それから、２点目の評議員の話は、もしここで御意見、広域機関のほうからもいただければそ

れも含めてでありますけれども、いずれにしろ広域機関とよく相談して考えたいというふうに思

っております。 

 それから、36ページの中期計画のところ、これをおっしゃるとおり情報収集というのはちょっ

と収まりがよくないんじゃないかというのは御指摘のとおりかなというふうに思っております。

これを独立に立てるかということでいいますと、資料３、あるいは、ある意味機能強化の方法と

してのガバナンスとか中立性とか情報収集というのと、その計画をつくるというのはやや１ツー

ルといいますか手法のような感じもしているので、もう一個、新しく立てるよりは、情報収集で

はなくてということでの位置を変えるか、よくある両方に書いてしまうか、ちょっとそこのやり

方は考えたいなというふうに思います。 

 同じような話が恐らくさらなる透明性のところも関係してくると思います。中立性・公平性だ

けではなくて、むしろ新たなビジネス、念頭に置かれているのは系統関係の情報ということで、

これは途中、注のところにも少し記したりしておりますけれども、そういうのも念頭に置きつつ

も、書きぶり、あるいは書く場所についてはちょっと検討したいと思います。 

 以上です。 

○山内座長 

 最後のところ、私の意は、どこか２つ書いたほうがいいと思うんですね。というのは、ここで

言ってるのは、やはりそういうことを、例えば中期計画なら中期計画をつくってそれを公表する

というところが情報発信で、フォローアップしてね、それがやっぱりここに入ってくるんだろう

と思うし、つくること自体大事だよという御指摘もそのとおりなので、やっぱり２つあっていい

んじゃないかと思います。ただ、今どこに入れるかと考えてた。難しいなと。 

 よろしいですかね。じゃあ、またちょっとその辺相談させて。 

○小川電力基盤整備課長 
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 はい。 

○山内座長 

 ほかにいかがですか。安藤さん。 

○安藤委員 

 言うことがなかなか残っていなくて、無理やりひねり出すようになってしまいますけれども、

35ページにある中立性・公平性の向上のところで１点確認させていただきたい点があります。役

員についてはノーリターンルールがあり、また出向者については中立性・公平性の観点から手当

をしようということが書かれております。これに対して、前に議論があるとおり、プロパーの職

員にいろいろ機微のある情報をアクセスできる権限があるというような形で、情報面でプロパー

の職員の方がいろいろ持っているということ。また、今後はプロパーの職員を増やしていこうと

いう方向性を前提としたときに、このプロパーの職員について今の仕事を辞めてから電力関係の

仕事に就く等の、これらの同業他社ではないので、競業避止義務契約ではないような気もするん

ですが、どういう形で関連業界にいくことができるのか。もしそれが制約されるのであれば、人

材活用とか採用の観点からも、この組織に来るのは非常に興味深い仕事ではあるけれども、その

後のキャリアで何か制約が変わってしまうことをもしかしたら抵抗を感じる人もいるかもしれな

いと感じました。 

 この観点から、28ページにあるように、みなし公務員の立場がありますよ、秘密保持義務があ

ります、このことで特に一般職員については電力業界または関連業界に転職するという選択肢が、

そこで得た情報を漏らさないということを前提として自由に認められるのか、それとも限定があ

るのであれば、ここで役員と出向者にのみいろいろ注目されているプロパーの職員についてもこ

の公平性・中立性についてさらなる何か書くことが必要なのか、それとも28ページにあるみなし

公務員としての地位、この表現だけで十分なのか。この辺りを教えていただきたくて発言いたし

ました。 

○山内座長 

 いかがでしょうか。 

○都築事務局長 

  今御指摘いただいた点ですけれども、現状どうなっているかということで言いますと、出向

者もそうですし、プロパーの人間も全く同じです。退職するとき、また、出向者であれば出向元

に戻るときには、この組織で知り得た情報というのを持ち出すなという意味での守秘性を保つた

めの一定の誓約をさせて、それで対応するという、それ以上のことは特にしていないです。なの

で、したがって、プロパーの職員が辞めていったときでも、別にどこへ行っても構わないという、
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そういう形になっています。役員だけは意思決定に高度にコミットするというところがあります

ので、そういった意味で電気事業に関わるところには直接的に移っていくことは認められないと

いう形にしているというのが現状です。そこはあくまで役員と職員というので分けているという

考え方です。 

○安藤委員 

 分かりました。ありがとうございます。 

○山内座長 

 ということで。 

○安藤委員 

 そのことが確認できれば結構です。 

○堤委員 

 よろしいでしょうか。 

○山内座長 

 どうぞ。 

○堤委員 

 私からは２点ありまして、１点目が30ページの効率性のところ、ちょっとこれは確認というか

教えていただきたいところも含めてなんですが。ここの30ページに書かれている効率性の体制の

中の中段部分ですね。こちらは多分、今まで御説明の中になかったと思うんですけれども、この

広域システムの中長期計画に関する検討会を設置して、第三者も含めた議論の場を設けていると

いうお話だったんですけど、これ具体的にどういうメンバーの方が、どういった内容を協議され

ているのかというのを教えていただけますでしょうか。 

 今までは上でいう（１）ＣＩＯ補佐官がチェックしているとか、そういった形で専門的なチェ

ックが入っているという形で担保されているのかなという認識でいて、この検討会があるという

のは初見かなと思ったんですけれども。 

○都築事務局長 

 確認して答えますので。 

○堤委員 

 はい。 

○小川電力基盤整備課長 

 では、もう一点、２点というところだったので、もし。 

○堤委員 
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 その流れで、この30ページの一番最後の段落で、他方でのところなんですけど。広域機関シス

テムの取組について他のシステムにも展開するなど、というところで、これはＯＣＣＴＯのシス

テムをＯＣＣＴＯ以外の機関にも展開していくのか、ＯＣＣＴＯの中の複数あるシステム間の中

での展開なのか、ちょっとその位置づけがよく分からなかったので教えていただければと思いま

す。 

○小川電力基盤整備課長 

 すみません、ここはちょっとその書きぶりですけど、広域機関の中での他のシステムという趣

旨、あくまで広域機関の中でということで。もともとの上のこの観点から、年間予算の半分近く

を占める広域機関システムについてはという、それでずっと、すみません、きているもので。そ

れを広域機関システム以外のと、広域機関以外の組織という意味ではなくて、システムとしてと

いう趣旨で書かせていただきました。 

 １点目については、もし今。 

○都築事務局長 

 もともとは組織が設置されてから広域機関システムを中心として予算がすごく多くなってるこ

とが背景にあります。前回もありましたけれども、この組織では大半は一般送配電事業者の特別

会費から支出されているわけなんですけれども、そこが負担がどんどん上がっていくということ

がありまして、そうした一般送配電事業者からの声が、これは広域機関だけじゃなくて経産省に

も届いていて、そこについてもう少しきちんと議論ができるといいよねという、そういうような

問題意識がございました。 

 それで、実際には、システムって短期的な展望だけでどうも開発コストを上げていくというこ

とではまずいので、中長期的に計画的に考えていかないといけないということで。それをいかに

効率的にやっていくのかということですね。我々の組織はどうしても制度との関係とか、そうい

うので義務的にやらなくてはいけない開発事項というのも結構あるもんですから、そういう中で

どうやって効率性を追求して、また計画的に、例えば同じ箇所にアプローチする開発事項をまと

めて一緒に開発させるとか、そういった工夫をするということで効率性を追求するとか、そんな

こともやっているんですけれども。そういったことをもうちょっとそのステークホルダーの方に

も入っていただいた上で、実際に会費として費用負担されるわけですから、それで今後の展望を

議論しよう、そういう場としてこれが行われていた、そういう場です。 

○山内座長 

 内容はそういうことだとして、そういう何か書いたほうが、注で書いたほうがいいですか。そ

れとも内容の確認ということでよろしいですか。 
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○堤委員 

 第三者というのは一般送配電事業者の方とか、も含めて議論されているということで。 

○都築事務局長 

 はい、メンバー的にはそういう形でやっています。 

○堤委員 

 はい、理解しました。そういった意味では客観性というんですかね、を担保しつつ進められて

いる、効率化に向けての体制を取られているということであれば、問題ないと思います。 

 そういうのも含めて、今、都築さんがおっしゃったように、いろいろＯＣＣＴとしてやるべき

ことをやったほうがいいよねということがいろいろ議論として上がっている中で、そうは言って

もその原資は会費、事業者の方からの会費の中でやりくりしていかなきゃいけないという中で、

なぜＯＣＣＴＯが、ＯＣＣＴＯがやるべきことというところと、一方で国とか経産省がやればい

いんじゃないみたいな、そこの線引きってすごい難しいと思うし、そこはきちんと説明、ＯＣＣ

ＴＯがやることに意義があるということを説明して、納得して払ってもらうというところが非常

に重要かなと思います。そういった面では、先ほどの情報共有、提供というところで、アンケー

トで要望を聞くというようなお話もありましたが、吸い上げる側だけではなくて、やはりＯＣＣ

ＴＯとしてのこういうことが必要でやっていきますというところの情報提供というのも非常に大

事になってくるのかな。そういう点では先ほど山内先生のほうからもお話ありましたように、中

計をつくる、事業計画をつくるということももちろん大事だけれども、それをきちっと情報提供

していって、納得性のあるというんですかね、その上で会費を払ってもらうというところの位置

づけというか姿勢が重要になってくるのかなと思いました。 

○山内座長 

 ありがとうございました。 

 今御指摘の点については、金本理事長から少しコメントがあるということですので、どうぞ御

発言ください。 

○金本理事長 

 聞こえますでしょうか。 

○山内座長 

 はい、大丈夫です。 

○金本理事長 

 広域機関システムの中長期計画に関する検討会でございますが、これの内容については広域機

関のホームページで公開されてございまして、委員のメンバーも公開されています。東大の江崎
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先生が座長で、幾つかのパワーグリッドの会社の方が入っていたりということで、中立者を入れ

て、それからパワーグリッド関係、それから日立とかＩＢＭとかといった方も入ってやってござ

います。単なる事実確認でございます。 

○山内座長 

 よろしゅうございますか。 

 どうもありがとうございました。 

 それでは、後藤委員、何か御発言ございますか。 

○後藤委員 

 後藤でございます。どうもありがとうございました。 

 本当に細かなことしか残っていないのですけれども、少しだけですね。28ページに組織の中立

性・公平性というお話がありましたが、ここに書かれていることは、それはそれで結構かなと思

うんですけれども、これまでの議論で御説明いただいた話として、紛争解決ですとか接続の事前

相談のときに、当該案件の対象である一般送配電事業者出身の役職員はその案件を担当しないよ

うにしているということがあったかと思います。これは、この組織の中立性・公平性の①の具体

化というようなことなのかとも思いますけれども、発電事業者さんとかからすると一番関心のあ

るところかとも思いますので、この①、②、③、④、⑤の中にもう一つ付け加えて明記されてお

いた方がよろしいのではないかなという気がいたしました。おそらく、そういう規定があるとい

うことではなく、運用で対処されているということなのかなと思いますけれども、その点を付記

されたらいかがかなと考えております。 

 あともう一点なのですけれども、30ページの真ん中の「なお」で始まるところで、効率性につ

いてはコストの削減のみを追求するのではなくということが書かれています。このこと自体はい

いのですけれども、目的の達成を前提とした上でという部分は、目的が勝手に達成されているこ

とを前提としていると受け止められてしまうと誤解を招くような気もいたします。ひょっとした

ら私自身が申し上げた表現なのかちょっと自信がないのですが、恐らく、これは目的を達成する

ために必要なことをいかに効率的にやっていくかという趣旨かと思いますので、目的の達成に必

要なことをというか、目的の達成に向けてとか、そこの表現をもう少し工夫をいただけたらいい

のではないかなという気がいたします。 

 私から細かな話としては以上でございます。そのほか全体として議論を丁寧にまとめていただ

いていると思いますので、全体的な方向性についてはこれで良いと思っております。 

 

○山内座長 
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 ありがとうございました。 

 いかがですか。 

○小川電力基盤整備課長 

 後藤先生、ありがとうございました。 

 ２点目のほうは書きぶりを工夫したいと思います。 

 すみません、ちょっと私自身が、１点目のところは、送配電事業者と発電との関係というとこ

ろの御指摘ということでしたでしょうか。 

○後藤委員 

 そうですね、たしか、私自身、何がというか正確に理解できていないところもあるんですが。

接続の相談とか何か事前に来るというお話があったかと思いますけれども、その際にＯＣＣＴさ

んのほうでそれを検証されたりするというのとか、紛争になったときの調停でしたっけ、とかを

担当されるかが…… 

○小川電力基盤整備課長 

 そうですね、出身の会社ではないところでという、はい。 

○後藤委員 

 ないところでというお話の辺りが、それが多分、一番ほかのこの事業者とかが多分ＯＣＣＴＯ

さんと接点を持つところかとも思いますので、そこのところをもう少しはっきりと書かれると信

頼性が増すんじゃないかなというふうに考えます。 

○小川電力基盤整備課長 

 ありがとうございます。今の①から⑤では確かにその点は、そうですね、入ってないところで

はありますので。はい、分かりました。 

○後藤委員 

 よろしくお願いします。 

○山内座長 

 ありがとうございます。 

 ほかに何かございますか。 

 よろしければ、大変御熱心に御議論いただきまして、ありがとうございました。 

 今、後藤委員もおっしゃっていました、基本的には皆さんこの取りまとめ（案）について基本

的なところで合意いただいたというふうに私は理解しております。よろしいですかね。 

 その上で幾つか御意見いただいたところ、今もありましたけれども、修正すべきところがござ

いますので、これは事務局のほうで修正していただいて、大変恐縮でございますけれども、私の
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ほうに御一任ということでお願いできればと思います。大きいものがあればまたちょっと御相談

することもあるかと思います。 

 そういう取扱いにさせていただこうと思いますが、よろしゅうございますか。 

 ありがとうございます。 

 それでは、そういうふうに進めまして、取りまとめ（案）については必要な修正を行った上で、

ホームページ上で公表するとともに、電力・ガス基本政策小委員会に報告していくということに

したいと思います。ありがとうございました。 

 それでは、これで議事は全て終了ですが、小川課長から何か御挨拶ありますか。 

○小川電力基盤整備課長 

 御挨拶も何も。本来であれば、本日、部長の松山のほうが皆さんに最後御挨拶にということだ

ったんですけど、今、国会から戻ってこれなくなっているという話がありまして、すみません、

代わりに一言申し上げたいと思います。 

 これまで３回にわたり非常に熱心に御議論いただきまして、本当にどうもありがとうございま

した。このコロナ禍の下ということで、こういう形で、対面でできるというのも非常にまれな機

会であったんですけれども、そうした中で非常にいろいろな角度から御意見をいただいて、正直

申し上げて私自身もこの数か月間で学んだ以上に広域機関のこれまでの５年間の活動を全部まと

めて勉強するよい機会になりまして。それが形としてこの報告書にもまとまったのかなというふ

うに思っています。取りまとめに際してもいろいろな御指摘、たとえがよくないかもしれません

けれども、学生のレポートを丁寧に添削いただいているような形で、本当に幅広く御意見をいた

だきまして、こういった形で今回お示しすることができて非常にありがたく思っております。 

 他方、これはあくまで取りまとめということでありまして、やはり実際の行動、これまでも御

議論いただきましたように、この後、これまでも広域機関においては非常に大変な業務を担って

きたわけですけれども、この先１、２年でさらにたくさんの業務、役割も重要性も増していきま

すので、私どももここにあるものをむしろ正に実行に移していく、ここがこれから一緒に連携し

てしっかり進めていきたいと思いますし。正にここに記していただいたような、それを皆さんと

の関係、世の中との関係でも目に見えるような形にしていくというためのツール、方策も盛り込

んでいただいたと思っていますので、そういった意味でこれからしっかり、今まで以上に取り組

んでいきたいというふうに考えております。 

 これまで本当に３回にわたり熱心に御議論いただきまして、本当にどうもありがとうございま

した。御礼申し上げます。 

○山内座長 
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 どうもありがとうございました。突然無茶振りをして、対応していただきまして。 

 もう一つ、ついでに、金本理事長、御挨拶。 

○金本理事長 

 我々はまな板の上の鯉でございまして、余計なことは申し上げません。 

 大変熱心な御議論いただきまして、今後の広域機関の運営についても大変いろいろ、ためにな

るお話があったというふうに考えております。今後とも我々真摯に取り組んでまいりますので、

御助言、お叱り、これからもよろしくお願いいたします。 

 どうも大変ありがとうございました。 

○山内座長 

 どうもありがとうございました。 

 それでは、本ワーキングは一応、今回をもちまして取りまとめ（案）について一旦整理をした、

そういう形になります。ということで、次回以降については事務局と相談した上で、必要に応じ

て開催する、こういうようなことにさせていただきたいと思います。よろしゅうございますか。 

 以上をもちまして、総合資源エネルギー調査会電力・ガス事業分科会電力・ガス基本政策小委

員会、第３回の電力広域的運営推進機関検証ワーキンググループを終了とさせていただきます。 

 どうも御協力いただきまして、ありがとうございます。 

午後３時３９分 閉会 
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